
 

 

国民健康保険制度等に関する重点提言 

 

国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の健全な運営を図るため、国は、

次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．将来にわたり安定的で持続可能な制度とするため、すべての国民を対象と

する医療保険制度の一本化に向け、抜本改革を実施すること。 

 

２．国民健康保険制度について 

（１）国保財政基盤の強化のため、平成 30 年度制度改革以降実施されている公

費 3,400 億円の財政支援について、継続して実施するとともに、更なる拡

充を図ること。 

   また、改革により保険料が上昇する都市に対する激変緩和措置に必要な

財源を十分に確保すること。 

（２）国保の安定的かつ持続的運営ができるよう、国庫負担割合の引上げなど

国保財政基盤の拡充・強化を図り、国の責任と負担において、実効ある措

置を講じること。 

   特に、低所得者層に対する負担軽減策を拡充・強化するとともに、低所

得者を多く抱える保険者への支援を強化すること。 

（３）各種医療費助成制度等、地方単独事業の実施に伴う国民健康保険の国庫

負担金の減額措置について、未就学児までを対象とする子ども医療費助成

に係る減額措置の平成 30 年度からの廃止に留まらず、すべての地方単独事

業実施に係る減額措置を廃止すること。 

（４）子育て世帯の負担軽減を図るため、子どもに係る均等割保険料（税）を 

軽減する支援制度を創設するとともに、必要な財源を確保すること。 

（５）国保の普通調整交付金の配分に当たり、実際の医療費ではなく、標準的

な医療費水準を前提として交付額を決定する見直しが検討されているが、

国保の構造的課題を解消するためには、普通調整交付金が担う自治体間の

所得調整機能は極めて重要であり、当該機能は国と地方の協議により平成

30 年度以降も維持することとされていることを踏まえ、見直しは行わない

こと。 

（６）高額なレセプト等の発生により国保保険者が予期し得ない医療費の増加



 

 

が生じていることや、今後も高額薬剤の保険適用や医療技術の進歩に伴う

高額医療費の増加が見込まれることから、特別財政支援を講じること。 

（７）保険者努力支援制度について、各保険者の医療費適正化への取組等に対

する支援が目的であることを踏まえ、努力したすべての保険者が評価され

るよう、地域の実情に応じた適切な評価指標となるよう見直すとともに、

支援総額の拡充を図ること。 

 

３．後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、保険料の上昇を抑制する措

置を引き続き継続するとともに、国の責任において十分な財政措置を講じる

こと。 


